
 

船舶事故調査報告書 

令和５年７月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１０月８日 ２１時５０分ごろ 

発生場所 長崎県松浦市小飛
こ と び

島南方沖 

伊万里
い ま り

笠
かさ

瀬灯標から真方位１５２°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２２.９′ 東経１２９°４６.３′） 

事故の概要 コンテナ船BOYA
ボ ヤ

は、東南東進中、また、漁船海
かい

幸
こう

Ⅱは、南進中、両

船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年１０月１２日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 BOYA（パナマ共和国籍）、６,２７７トン 

   ９２４２５７２（ＩＭＯ番号）、LECANG SHIPPING ENTERPRISE 

CO.,LIMITED 

Ｂ 漁船 海幸Ⅱ、３.０トン 

ＮＳ３－５０９００５（漁船登録番号）、個人所有 

第２９４－１５６９６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、締約国資格受有者承認証 船長

（パナマ共和国発給） 

  航海士Ａ（中華人民共和国籍）、締約国資格受有者承認証 二等

航海士（パナマ共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特定 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 球状船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：波向 北東、波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１４人（中華人民共和国籍６人、

ミャンマー連邦共和国籍８人）が乗り組み、法定灯火を表示し、船長

Ａが操船指揮を行い、航海士Ａが見張りに、甲板員が手動操舵にそれ

ぞれ当たり、伊万里湾を約１４ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で、東南東進していた。 

 船長Ａは、１.５海里（Ｍ）表示としたレーダーで左舷船首方３５°、

０.８Ｍ付近にＢ船を探知し、目視でＢ船の灯火を確認した後、レー

ダーでＢ船を捕捉した。 

船長Ａは、レーダーで、Ｂ船がＡ船の左舷船首方から正船首方に向

けて約６kn の速力で接近していることが分かったので、衝突の危険を



 

感じて汽笛を吹鳴し、航海士ＡにＢ船への探照灯の照射を行わせた。 

船長Ａは、Ｂ船が約９kn に増速していることを認め、Ａ船の速力を

約１１kn に減速させたところ、Ｂ船がＡ船の左舷船首方から正船首方

の至近を通過し、その後も航行を続けていたので、伊万里港に向けて

航行を続けた。 

Ａ船は、伊万里港の岸壁に係船した後、海上保安庁にＡ船の球状船

首とＢ船の右舷船尾部とが衝突したことを知らされた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、小飛島西方

沖で一本釣り漁を行った後、帰港の途についた。 

船長Ｂは、ふだん南進して帰港するところ、左舷方から受ける北東

風及び波の影響を考慮して微速力で南東進していたが、風及び波の影

響が予期していたよりも小さいと感じて南進することとし、約９.５

kn に増速して航行していたところ、右舷船尾部に衝撃を感じてＡ船と

衝突したことに気付いた。 

船長Ｂは、船体を確認したところ、右舷船尾部に破口が生じて少量

の浸水を認めたが、Ａ船が停船しなかったので、帰港後、１１８番通

報した。 

船長Ａは、Ｂ船が船首方を通過した際にはＢ船と衝突したことを認

識していなかった。 

船長Ａは、Ｂ船が接近した際、Ａ船は短時間では大幅に減速できな

かったが、入港に備えてもっと速力を落として航行していれば、更に

減速してＢ船との衝突を避けることができたかもしれないと本事故後

に思った。 

船長Ｂは、横波を避けようとして左舷方からの波に意識を向けてお

り、右舷方から接近してくるＡ船に気付かずに航行していたが、Ｂ船

はレーダーを設置していないので、注意深く周囲の見張りをしておけ

ばＡ船に気付き、Ａ船との衝突を避けることができたかもしれないと

本事故後に思った。 

分析  

 

 Ａ船は、避航水域が制限された湾内において、約１４kn の速力で東

南東進中、船長Ａが、Ａ船の左舷船首方から正船首方へ向けて接近す

るＢ船を認めたものの、大幅に減速することができずに約１１kn の速

力に減速して航行したことから、船首方を通過するＢ船と衝突したも

のと考えられる。 

 Ａ船は短時間では大幅に減速できなかったが、入港に備えてもっと

速力を落として航行していれば、更に減速してＢ船との衝突を避ける

ことができた可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、南進中、船長Ｂが、横波を避けようとして左舷方からの波

に意識を向けた状態で航行を続けたことから、右舷方から接近するＡ

船の存在に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、避航水域が制限された湾内において、Ａ船が東南



 

東進中、Ｂ船が南進中、船長Ａが、Ａ船の左舷船首方から正船首方へ

向けて接近するＢ船を認めたものの、大幅に減速することができずに

約１１kn の速力に減速して航行したため、また、船長Ｂが、横波を避

けようとして左舷方からの波に意識を向けた状態で航行を続けたた

め、右舷方から接近するＡ船の存在に気付かず、両船が衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・大型船舶の船長は、避航水域が制限された湾内では、他船と接近

する可能性、自船の操縦性能及び外力の影響を考慮して、大幅に

減速できる速力で航行し、他船が自船の船首方を近距離で通過す

る情報を得た場合、他船との安全な航過距離を保てる速力まで減

速すること。  

・船長は、常時、目視による周囲の見張りを入念に行うこと。 

 


